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江
戸
の
湯
屋
と

　
　
　
　
下
野
の
豪
農

湯
屋
株
の
売
り
渡
し
証
文　

一
八
・
九
世
紀
の
江
戸
町
方
に
湯

屋
（
銭
湯
）
は
何
軒
く
ら
い
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
俗
に
一
つ

の
町
に
一
軒
く
ら
い
の
割
合
で
あ
っ
た
と
も
い
わ
れ
る
が
、
実

際
の
と
こ
ろ
は
ど
う
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。寛
政
八（
一
七
九
六
）

年
六
月
付
の
町
奉
行
所
書
類
に
は
、
江
戸
の
「
惣
湯
屋
」
は

五
一
〇
軒
と
記
さ
れ
て
い
る
。
単
純
に
計
算
す
れ
ば
、
お
お
よ

そ
三
つ
の
町
に
一
軒
く
ら
い
の
割
合
と
な
る
。
た
だ
し
、
同
じ

書
類
に
は
、
湯
屋
と
競
合
す
る
無
認
可
の
「
薬
湯
」
営
業
者
が

一
一
〇
軒
あ
ま
り
あ
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
も
し
こ
れ

ら
を
合
わ
せ
る
な
ら
、
そ
の
割
合
を
も
う
少
し
高
く
考
え
て
も

よ
い
だ
ろ
う
。

　

本
巻
に
収
録
し
た
文
政
三
（
一
八
二
〇
）
年
一
二
月
一
八
日

付
の
湯
屋
株
売
り
渡
し
証
文
は
、
浅
草
元
鳥
越
町
に
あ
っ
た
湯

屋
の
株
（
営
業
権
）
が
売
買
さ
れ
た
と
き
の
証
文
で
あ
る
。
男

湯
・
女
湯
か
ら
な
る
間
口
五
間
半
・
奥
行
一
三
間
の
二
階
建
て

の
湯
屋
の
建
物
と
商
売
道
具
そ
の
他
を
セ
ッ
ト
に
し
て
、
湯
屋

株
が
五
〇
〇
両
で
売
買
さ
れ
て
い
る
。
売
主
は
元
鳥
越
町
の
家

守
の
伊
勢
屋
幸
七
で
、
買
主
は
下
谷
坂
本
町
四
丁
目
の
家
持
徳

太
郎
で
あ
る
。

湯
屋
株
の
預
り
証
文　

さ
て
、
湯
屋
株
の
売
主
で
あ
る
幸
七

と
、
そ
の
親
類
で
幸
七
の
請
人
（
保
証
人
）
の
重
三
郎
の
両
名
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が
、
右
で
紹
介
し
た
湯
屋
株
の
売
り
渡
し
証
文
の
作
成
と
同
時

に
、
湯
屋
株
の
預
り
証
文
と
い
う
書
類
も
作
成
し
、
買
主
で
あ

る
徳
太
郎
方
へ
差
し
出
し
て
い
る
。
こ
の
証
文
の
内
容
は
お
お

む
ね
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

徳
太
郎
が
幸
七
か
ら
い
っ
た
ん
買
得
し
た
湯
屋
株
と
建
物
・

諸
道
具
を
、今
度
は
徳
太
郎
が
幸
七
へ
「
預
」
け
る
。
幸
七
は
、

こ
う
し
て
「
預
」
っ
た
湯
屋
株
と
建
物
・
諸
道
具
を
使
っ
て
湯

屋
を
営
業
し
、
売
り
上
げ
の
中
か
ら
、
毎
月
、
金
二
両
三
歩
と

銀
十
匁
ず
つ
を
、
徳
太
郎
に
渡
す
こ
と
を
約
束
す
る
。
も
し
、

そ
の
支
払
い
が
遅
れ
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、「
預
」
っ
た

湯
屋
株
や
建
物
・
諸
道
具
を
取
り
上
げ
て
も
ら
っ
て
も
構
わ
な

い
。
こ
れ
が
湯
屋
株
預
り
証
文
の
主
な
内
容
で
あ
る
。

　

右
に
紹
介
し
た
湯
屋
株
の
売
り
渡
し
証
文
の
内
容
と
預
り
証

文
の
内
容
と
を
合
わ
せ
て
み
る
と
、
浅
草
元
鳥
越
町
で
営
業
す

る
湯
屋
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
な
変
化
が
あ
っ
た
と
考
え
て
よ

い
だ
ろ
う
。

　

浅
草
元
鳥
越
町
で
湯
屋
を
営
業
し
て
い
た
幸
七
は
、
も
と
は

自
分
自
身
で
湯
屋
株
や
湯
屋
の
建
物
・
諸
道
具
を
所
持
し
て
い

た
。
と
こ
ろ
が
、
幸
七
は
湯
屋
株
や
建
物
・
諸
道
具
を
下
谷
坂

本
町
の
徳
太
郎
に
五
〇
〇
両
で
売
却
し
た
。
こ
う
し
て
、
湯
屋

株
や
建
物
・
諸
道
具
の
持
主
は
幸
七
か
ら
徳
太
郎
へ
と
交
代
し

た
。
た
だ
し
、
徳
太
郎
自
身
が
湯
屋
の
営
業
に
乗
り
出
し
た
わ

け
で
は
な
い
。
以
前
と
変
わ
り
な
く
、
こ
の
湯
屋
を
営
業
し
て

い
る
の
は
幸
七
で
あ
る
。
幸
七
は
毎
月
、
決
め
ら
れ
た
額
の
金

を
徳
太
郎
に
支
払
い
湯
屋
株
や
建
物
・
諸
道
具
を
借
り
て
、
湯

屋
の
営
業
を
続
け
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

江
戸
の
湯
屋
株　

こ
こ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
な
湯
屋
株
の
売
買

が
、
江
戸
に
お
い
て
い
つ
頃
か
ら
始
ま
っ
た
の
か
は
明
ら
か
で

な
い
。
享
保
六（
一
七
二
一
）年
五
月
一
九
日
付
の
触
に
は「
湯

屋
名
代
」（「
名
題
」）
の
「
譲
り
受
」
と
い
う
文
言
が
現
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
少
な
く
と
も
、
享
保
年
間
の
初
め
頃
の
時
点

で
は
す
で
に
湯
屋
名
題
＝
湯
屋
株
の
売
買
が
行
わ
れ
て
い
た
可

能
性
が
高
い
。

　
『
守
貞
謾
稿
』（
天
保
八
（
一
八
三
七
）
年
執
筆
開
始
）
に
よ

れ
ば
、
湯
屋
株
の
値
段
は
、
三
百
両
・
五
百
両
と
い
っ
た
も
の

か
ら
高
額
な
も
の
で
千
両
ま
で
の
幅
が
あ
っ
た
と
い
う
。
ま



3

た
、「
自
株
」
で
も
っ
て
「
自
ら
業
す
る
」
者
と
、「
株
主
」
と

称
し
て
、一
人
で
「
一
、二
株
」
あ
る
い
は
「
数
株
」
を
買
得
し
、

「
月
収
」を
も
っ
て
こ
れ
を
貸
す
者
と
が
あ
っ
た
と
い
う
。「
月

収
」
の
こ
と
を
「
揚
げ
銭
」
と
呼
び
、
株
を
借
り
て
営
業
す
る

者
を
「
仕
手
方
」
と
称
し
た
、
と
記
し
て
い
る
。

　

先
に
紹
介
し
た
本
巻
所
収
の
史
料
で
い
え
ば
、徳
太
郎
が「
株

主
」
で
幸
七
が
「
仕
手
方
」
に
あ
た
る
。
本
史
料
の
内
容
と
『
守

貞
謾
稿
』
の
記
述
内
容
と
は
ほ
ぼ
合
致
し
て
い
る
。

石
井
家
・
江
戸
進
出
の
関
東
豪
農　

幸
七
・
徳
太
郎
の
間
で
の

湯
屋
株
売
買
を
め
ぐ
る
史
料
に
つ
い
て
は
、
そ
の
史
料
内
容
と

は
別
に
、
検
討
す
べ
き
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
史
料
の
出
典
に
関

す
る
問
題
で
あ
る
。
本
史
料
の
出
典
は
現
在
栃
木
県
立
文
書
館

に
寄
託
さ
れ
て
い
る
『
石
井
孝
家
文
書
』
で
あ
る
。

　

近
世
期
の
石
井
家
は
、
下
野
国
安
蘇
郡
戸
奈
良
村
（
現
在
の

栃
木
県
佐
野
市
田
沼
町
戸
奈
良
）
の
豪
農
で
あ
る
。
主
と
し
て

安
永
年
間
以
降
に
田
畑
や
山
林
を
大
量
に
集
積
し
た
。
下
野
国

の
同
家
に
伝
え
ら
れ
た
文
書
の
な
か
に
、
ど
う
し
て
江
戸
の
湯

屋
株
の
売
買
に
関
す
る
史
料
が
残
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
幸
七
や
徳
太
郎
と
石
井
家
と
の
間
で
縁
戚
関
係
な

ど
は
確
認
で
き
て
い
な
い
。

　

こ
の
よ
う
な
石
井
家
の
文
書
の
中
に
は
、
実
は
こ
の
湯
屋
株

関
係
の
史
料
の
他
に
も
、
江
戸
町
方
に
関
す
る
史
料
が
含
ま
れ

て
い
る
。
同
家
は
、
広
く
関
東
・
東
北
各
地
を
商
圏
と
す
る
呉

服
太
物
商
い
を
行
い
、
近
世
後
期
に
は
江
戸
の
小
網
町
に
支
店

を
持
っ
て
い
た
。
こ
の
江
戸
店
か
ら
下
野
の
本
家
へ
送
ら
れ
た

書
状
そ
の
他
の
書
類
が
、
現
在
、『
石
井
孝
家
文
書
』
の
中
に

残
さ
れ
て
い
て
、
こ
こ
で
注
目
し
て
い
る
湯
屋
株
関
係
の
史
料

も
そ
の
一
部
な
の
で
あ
る
。

石
井
家
に
よ
る
株
集
積　

江
戸
に
お
け
る
石
井
家
は
、
様
々
な

株
を
所
持
し
て
い
た
。
湯
屋
株
に
つ
い
て
は
、
幕
末
期
、
浅
草

田
原
町
・
下
谷
山
崎
町
・
桜
田
善
右
衛
門
町
・
日
本
橋
南
の
箔

屋
町
の
各
町
の
湯
屋
株
を
所
持
し
て
い
た
。
本
巻
所
収
の
史
料

に
出
て
く
る
浅
草
元
鳥
越
町
の
湯
屋
株
の
所
持
・
不
所
持
に
つ

い
て
は
明
ら
か
で
は
な
い
。

　

ま
た
石
井
家
は
、
湯
屋
株
以
外
に
も
、
上
野
の
時
の
鐘
の
請

負
人
株
や
、
日
本
橋
鎧
の
渡
の
渡
船
株
、
新
大
橋
の
見
守
人
株
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な
ど
を
所
持
し
て
い
た
。
他
に
は
、
柳
原
土
手
通
り
の
床
店
請

負
人
株
に
関
す
る
史
料
も
残
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
床

店
請
負
人
の
株
に
つ
い
て
は
、
石
井
家
が
こ
れ
を
所
持
し
た
形

跡
が
見
つ
か
ら
な
い
。
お
そ
ら
く
、
こ
う
し
た
株
を
所
持
す
る

人
物
が
、
石
井
家
に
対
し
て
、
株
の
売
却
や
株
を
担
保
と
し
た

借
金
の
申
し
込
み
な
ど
を
行
っ
た
際
、
そ
れ
ら
の
株
の
価
値
を

評
価
す
る
資
料
と
し
て
、
株
の
所
持
に
と
も
な
う
収
支
の
記
録

類
な
ど
を
石
井
家
に
持
ち
込
ん
だ
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ

る
。
石
井
家
に
よ
る
湯
屋
株
の
所
持
・
不
所
持
が
不
明
の
浅
草

元
鳥
越
町
の
湯
屋
に
関
す
る
史
料
も
、
そ
の
よ
う
な
事
情
で
石

井
家
に
持
ち
込
ま
れ
た
可
能
性
が
想
定
で
き
る
。

新
大
橋
の
見
守
人
株　

関
東
各
地
か
ら
江
戸
に
進
出
し
た
豪
農

商
に
よ
る
こ
う
し
た
株
の
集
積
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
下

総
国
関
宿
の
喜
多
村
家
に
よ
る
湯
屋
株
買
得
な
ど
の
類
例
が
知

ら
れ
て
い
る
。
一
般
に
、
江
戸
の
湯
屋
は
「
至
て
利
強
成
渡
世

柄
」（『
大
日
本
近
世
史
料
・
諸
問
屋
再
興
調
十
四
』、一
三
六
頁
）

と
さ
れ
て
お
り
、
こ
う
し
た
豪
農
商
に
と
っ
て
の
湯
屋
株
が
有

望
な
投
資
先
と
な
っ
て
い
た
可
能
性
は
大
で
あ
る
。
石
井
家
に

よ
る
湯
屋
株
の
集
積
は
、
同
家
の
旺
盛
な
経
済
活
動
を
示
す
事

例
か
も
し
れ
な
い
。

鎧の渡（『江戸名所図解会』巻二）
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し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
同
家
に
よ
る
株
の
買
得
が
、
常
に
的

確
な
経
営
判
断
の
下
で
な
さ
れ
た
も
の
か
否
か
と
い
う
点
に
つ

い
て
は
、
さ
ら
な
る
検
討
も
必
要
で
あ
る
。

　

先
に
紹
介
し
た
新
大
橋
の
見
守
人
株
の
場
合
、
株
の
所
持
に

よ
っ
て
、
橋
の
維
持
管
理
の
た
め
に
橋
詰
広
小
路
に
設
定
さ
れ

た
助
成
地
内
の
露
店
営
業
地
か
ら
あ
が
る
地
代
の
一
部
を
収
得

す
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
が
、
こ
れ
を
石
井
家
が
所
持
す
る
に

至
っ
た
経
緯
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
天
保
飢
饉
の
際
、
江
戸

市
中
の
菓
子
屋
が
廃
棄
し
て
い
る
餡
の
絞
り
滓
を
買
い
集
め
て

そ
れ
を
使
っ
て
新
し
い
菓
子
を
作
る
、
と
い
う
商
売
を
企
て
た

人
物
が
、
石
井
家
に
対
し
て
出
資
を
持
ち
か
け
、
一
二
五
両
の

融
資
を
引
き
出
し
て
い
る
。
そ
の
際
、
そ
の
人
物
が
所
持
し
て

い
た
見
守
人
株
が
融
資
の
担
保
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
商

売
は
開
始
早
々
に
行
き
詰
ま
っ
て
石
井
家
へ
の
借
金
返
済
は

滞
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
結
果
、
見
守
人
株
は
石
井
家
へ
譲
渡
さ

れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
う
し
て
石
井
家
は
見
守
人
株
を
手
に

入
れ
る
の
だ
が
、
実
際
に
は
、
前
の
見
守
人
か
ら
委
託
さ
れ
て

露
店
営
業
地
の
地
代
徴
収
な
ど
を
引
き
受
け
て
き
た
人
物
が
、

本
来
の
見
守
人
の
収
入
の
か
な
り
の
割
合
を
収
得
し
て
い
る
こ

と
が
判
明
し
、
石
井
家
側
は
そ
の
人
物
を
露
店
営
業
地
か
ら
追

い
出
す
が
、
そ
の
際
、
三
〇
両
も
の
金
を
そ
の
人
物
に
支
払
う

こ
と
に
な
っ
た
。
上
野
の
時
の
鐘
の
請
負
人
株
に
つ
い
て
も
、

こ
の
株
の
所
持
に
と
も
な
っ
て
、
寛
永
寺
の
関
係
者
た
ち
へ
の

挨
拶
な
ど
で
少
な
か
ら
ぬ
出
費
を
強
い
ら
れ
て
い
る
。

　

一
見
、
石
井
家
の
活
発
な
経
済
活
動
の
成
果
に
も
み
え
る
株

の
集
積
だ
が
、
実
際
に
は
石
井
家
の
資
産
に
目
を
つ
け
た
江
戸

町
人
に
よ
る
、
同
家
に
対
す
る
し
た
た
か
な
ア
プ
ロ
ー
チ
の
結

果
が
そ
こ
に
は
含
ま
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

          　
　
　
　
　
　
（
小
林
信
也
・
専
門
史
料
編
さ
ん
員
）

〔
参
考
文
献
〕

岩
淵
令
治
「
江
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八
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方

針
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意
義
」（
久
留
島
浩
・
吉
田
伸
之
編
『
近
世
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社
会
的

権
力
│
権
威
と
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
』
山
川
出
版
社
、
一
九
九
六
年
）

小
林
信
也
『
江
戸
の
民
衆
世
界
と
近
代
化
』
第
二
章
、（
山
川

　

出
版
社
、
二
〇
〇
二
年
）
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今
様
大
江
戸
瓦
版
文
政
三
年
よ
り　

文
政
六
年
ま
で

《
文
政
三
年
＝
一
八
二
〇
年
》

　

空
白
の
南
町
奉
行
に
荒
尾
但
馬
守
就
任

三
月
十
七
日　

二
月
八
日
以
来
空
席
と
な
っ
て
い
た
南
町
奉
行

に
荒
尾
但
馬
守
成
章
が
決
定
し
た
。文
化
十
二
年（
一
八
一
五
）

か
ら
南
町
奉
行
を
務
め
て
い
た
岩
瀬
伊
予
守
氏
紀
が
大
目
付
に

転
出
し
た
後
任
の
人
事
で
あ
る
。

　

南
町
奉
行
所
で
は
こ
の
間
、
罪
人
へ
の
対
応
、
訴
訟
の
扱
い

な
ど
日
常
業
務
を
与
力
を
中
心
に
行
い
な
が
ら
後
任
人
事
の
沙

汰
を
待
っ
て
い
た
。
奉
行
不
在
の
不
便
は
言
う
ま
で
も
な
く
、

新
奉
行
が
就
任
し
て
南
町
奉
行
所
の
面
々
も
ほ
っ
と
し
た
様
子

で
あ
る
。
前
任
者
の
引
き
払
い
が
済
み
、
御
用
の
書
物
類
も
全

て
奉
行
所
に
移
動
し
た
も
の
の
、
役
宅
へ
引
移
る
ま
で
は
荒
尾

但
馬
守
の
本
宅
が
使
用
さ
れ
る
見
通
し
。
訴
訟
の
処
理
な
ど
の

政
務
で
、
早
速
荒
尾
は
多
忙
を
極
め
そ
う
だ
。

　

新
任
の
荒
尾
は
松
前
奉
行
・
普
請
奉
行
・
大
坂
町
奉
行
を
歴

任
し
て
き
た
。
南
町
奉
行
就
任
に
伴
い
五
百
石
の
加
増
と
な
っ

た
。
他
の
幕
府
役
職
と
比
べ
て
激
職
、
在
職
中
の
死
亡
率
も
高

い
と
い
わ
れ
る
奉
行
職
だ
が
、
新
奉
行
の
手
腕
に
期
待
し
た

い
。
↓
市
街
35
│
323
頁
、　

産
業
50
│
33
頁

　

砂
糖
流
通
に
干
渉
す
る
、
旧
問
屋
仲
間
を
排
除

六
月
十
七
日　

町
年
寄
は
肝
煎
・
年
番
名
主
に
対
し
、
砂
糖
屋

の
不
正
を
禁
じ
る
よ
う
に
通
達
し
た
。

　

文
化
五
（
一
八
〇
八
）
年
十
二
月
に
問
屋
株
が
認
め
ら
れ
て

以
来
、
毎
年
千
両
の
冥
加
金
を
上
納
し
て
き
た
砂
糖
問
屋
仲
間

だ
が
、
今
年
正
月
十
九
日
、
無
断
で
の
寄
合
会
所
設
置
を
咎
め

ら
れ
、
町
奉
行
か
ら
株
式
差
止
め
を
命
じ
ら
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
砂
糖
屋
と
上
方
の
仕
入
れ
先
と
の
結
び

つ
き
は
依
然
と
し
て
強
く
、
旧
問
屋
仲
間
以
外
が
砂
糖
を
仕
入

れ
る
こ
と
は
困
難
だ
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
な
か
に
は
唐
製
砂
糖

と
銘
打
ち
な
が
ら
、
和
製
砂
糖
を
混
ぜ
た
砂
糖
を
売
る
砂
糖
屋

も
い
る
と
の
風
評
だ
。

　

今
回
の
通
達
は
、
こ
う
し
た
状
況
を
う
け
た
も
の
と
み
ら
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れ
、
唐
製
・
和
製
入
り
交
じ
っ
た
砂
糖
の
売
買
禁
止
や
、
砂
糖

屋
以
外
に
よ
る
売
買
を
阻
害
し
な
い
こ
と
を
求
め
て
い
る
。
↓

産
業
50
│
102
頁
。

　

銀
貨
改
鋳
始
ま
る

六
月
二
十
六
日　

銀
貨
の
改
鋳
の
御
触
れ
が
発
令
さ
れ
た
。
元

文
金
銀
改
鋳
以
来
の
大
規
模
な
も
の
と
な
る
今
回
の
事
業
は
、

幕
府
の
利
益
（
出
目
）
の
獲
得
が
目
的
と
い
わ
れ
る
。
幕
府
財

政
は
逼
迫
し
、
明
和
七
年
（
一
七
七
〇
）
に
三
百
万
両
あ
っ
た

幕
府
御
金
蔵
保
有
高
は
、
文
化
十
三
年
（
一
八
一
六
）
に
は

七
十
二
万
両
に
ま
で
激
減
し
た
。
こ
う
し
た
状
況
へ
の
対
処
と

し
て
の
改
鋳
事
業
に
は
、
場
当
た
り
的
で
無
計
画
な
改
鋳
と
い

う
評
価
が
あ
る
一
方
、「
世
上
の
『
金
銀
の
不
融
通
』
を
解
消

で
き
る
」
と
い
う
評
も
あ
る
。

　

こ
の
改
鋳
を
運
動
し
た
の
は
老
中
水
野
忠
成
と
金
座
の
御
金

改
役
後
藤
三
右
衛
門
光
亨
で
あ
る
。
文
政
元
年
（
一
八
一
八
）

二
月
、「
寛
政
の
遺
老
」
で
あ
る
老
中
松
平
伊
豆
守
信
明
が
病

死
す
る
と
幕
府
の
勢
力
図
が
大
き
く
変
わ
り
、
翌
二
年
五
月
に

は
、
老
中
青
山
忠
裕
と
若
年
寄
堀
田
正
敦
も
罷
免
さ
れ
た
。
か

わ
っ
て
勝
手
掛
老
中
に
な
っ
た
の
が
、
将
軍
家
斉
様
の
お
気
に

入
り
で
あ
っ
た
水
野
忠
成
だ
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
幕
府
の
経
済

統
制
政
策
の
方
針
が
、
問
屋
仲
間
の
特
権
的
機
能
を
利
用
す
る

路
線
か
ら
、
貨
幣
改
鋳
に
よ
る
路
線
へ
と
大
き
く
変
化
し
た
こ

と
が
う
か
が
え
る
。
産
業
50
│
105
、
230
頁

御吹直銀拾貫目入箱（『金銀吹替次第』）



8

　
研
ぎ
屋
・
研
ぎ
職
の
者
へ
国
役
徴
収
を
徹
底

十
二
月
二
十
六
日　

町
年
寄
は
研
ぎ
屋
及
び
研
ぎ
職
兼
業
者
の

所
在
を
登
録
し
、
御
研
師
佐
柄
木
弥
太
郎
の
指
図
に
従
っ
て
国

役
を
勤
め
る
よ
う
触
れ
流
す
事
の
検
討
に
入
っ
た
。

　

関
八
州
の
研
屋
触
頭
を
務
め
る
佐
柄
木
弥
太
郎
は
御
矢
根
磨

御
用
の
ほ
か
、
鑓
・
長
刀
・
御
紋
付
小
刀
そ
の
他
多
岐
に
渡
る

国
役
御
用
研
ぎ
を
勤
め
て
い
る
。
し
か
し
江
戸
及
び
在
方
の
研

屋
ら
の
中
に
は
こ
れ
に
応
じ
な
い
者
が
多
く
、
佐
柄
木
氏
が
御

用
に
差
し
支
え
る
と
訴
え
て
い
た
。

　

今
後
は
す
べ
て
佐
柄
木
氏
か
ら
の
触
れ
知
ら
せ
に
従
い
、
研

職
を
兼
ね
る
者
ま
で
国
役
御
用
を
勤
め
る
べ
き
と
の
方
向
で
意

見
集
約
し
、
支
障
な
け
れ
ば
具
体
的
な
措
置
が
と
ら
れ
る
見
込

み
で
あ
る
。
↓
産
業
50
│
331
頁

《
文
政
四
年
＝
一
八
二
一
年
》

　
本
所
深
川
の
荷
車
利
用
実
態
に
初
の
本
格
調
査

正
月　

本
所
・
深
川
町
々
に
お
け
る
荷
車
所
持
の
実
態
調
査
が

終
了
し
、
北
本
所
表
町
の
肝
煎
名
主
五
郎
左
衛
門
ら
が
報
告
書

を
提
出
し
た
。
町
奉
行
所
本
所
改
役
与
力
か
ら
の
尋
ね
に
応
え

た
も
の
だ
。

　

元
来
、
本
所
・
深
川
か
ら
荷
車
を
牽
い
て
橋
を
渡
る
こ
と
は

禁
止
さ
れ
て
い
る
た
め
、
町
内
限
り
で
し
か
利
用
で
き
な
い
こ

と
に
な
る
が
、
そ
れ
で
も
二
十
九
町
で
七
十
五
輛
に
の
ぼ
る
荷

車
の
所
在
が
確
認
さ
れ
た
。
町
内
の
河
岸
揚
げ
や
最
寄
へ
の
運

送
に
荷
車
の
利
用
は
欠
か
せ
な
い
よ
う
だ
。

　

ま
た
、
通
行
の
際
の
事
故
や
道
路
へ
の
影
響
も
想
定
さ
れ
る

こ
と
か
ら
、
荷
車
通
行
に
際
し
て
町
方
あ
る
い
は
武
家
方
・
寺

社
方
と
の
協
議
や
取
り
決
め
が
あ
る
か
に
つ
い
て
も
回
答
が

あ
っ
た
が
、
町
方
と
は
物
揚
げ
場
や
道
路
修
復
費
の
一
部
負
担

を
す
る
例
も
あ
る
が
、
大
方
は
と
く
に
相
対
で
取
り
決
め
る
こ

と
は
な
い
と
の
こ
と
。
こ
の
た
め
気
風
の
難
し
い
武
家
方
、
つ

ま
り
ク
レ
ー
マ
ー
と
な
り
そ
う
な
屋
敷
の
付
近
は
遠
慮
す
る
場

合
も
あ
る
と
い
う
。
↓
産
業
50
│
390
頁

　

風
邪
大
流
行
、
幕
府
も
対
策
に
乗
り
出
す

二
月　

江
戸
で
風
邪
が
大
流
行
、
深
刻
な
影
響
が
出
て
い

る
。
町
会
所
で
は
、
お
救
い
金
の
給
付
を
決
め
、
対
象
者
調
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査
に
乗
り
出
し
た
。
棒
手
振
な
ど
、
肉
体
労
働
で
生
計
を
立

て
る
「
そ
の
日
稼
ぎ
の
者
」
を
中
心
と
し
た
給
付
対
象
者
は

二
十
九
万
七
千
七
百
四
十
三
人
に
の
ぼ
り
、
去
る
享
和
二
年

（
一
八
〇
二
）
の
風
邪
大
流
行
時
に
匹
敵
す
る
数
に
の
ぼ
る
模

様
だ
。
町
会
所
は
町
方
総
人
口
を
五
十
万
人
と
見
積
も
っ
て
い

る
か
ら
、
こ
れ
は
町
方
人
口
の
約
六
〇
％
を
占
め
る
こ
と
に
な

る
。
ま
た
、
幕
府
は
御
家
人
と
そ
の
家
族
ら
三
万
五
千
四
十
四

人
に
も
薬
を
配
布
し
た
。
こ
の
風
邪
に
罹
れ
ば
「
三
、四
日
は
治

ら
な
い
」と
い
う
か
ら
深
刻
な
事
態
に
陥
る
者
が
少
な
く
な
い
。

な
お
、
今
年
の
風
邪
は
「
ダ
ン
ボ
風
邪
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

一
説
に
よ
れ
ば
越
後
国
に
起
こ
っ
た
流
行
の
囃
子
が
「
ダ
ン
ボ

サ
ン
、
ダ
ン
ボ
サ
ン
」
と
囃
し
立
て
る
こ
と
に
ち
な
ん
で
い
る

と
い
う
。

　

葬
礼
仏
事
の
華
美
を
禁
止

十
一
月
六
日　

町
奉
行
か
ら
、
葬
礼
・
仏
事
を
質
素
に
行
う
べ

き
と
の
触
が
出
さ
れ
た
。
こ
れ
を
う
け
て
肝
煎
名
主
た
ち
は
、

取
り
締
ま
り
方
に
つ
い
て
の
話
し
合
い
を
進
め
て
い
る
。

　

肝
煎
名
主
た
ち
の
協
議
で
は
、
①
病
死
者
が
出
た
時
の
名
主

へ
の
届
け
出
、
②
講
中
仲
間
の
参
列
、
③
僧
侶
の
人
数
、
④
寺

院
内
の
装
飾
、
⑤
地
主
・
商
家
の
葬
礼
、
⑥
人
宿
の
葬
礼
、
⑦

菓
子
や
酒
の
振
る
舞
い
と
い
っ
た
内
容
が
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い

る
。
ま
た
、
名
主
同
士
で
も
こ
の
協
議
の
内
容
を
確
認
し
て
い

る
よ
う
だ
。

 

江戸の葬列風景（『浮寝烏朧漣』）
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葬
礼
に
関
し
て
は
、寛
文
八
（
一
六
六
八
）
年
に
風
俗
統
制
・

倹
約
令
の
一
環
と
し
て
統
制
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

年
数
の
経
過
に
よ
り
法
令
の
趣
旨
を
忘
れ
、
身
分
不
相
応
な
葬

礼
を
行
っ
て
い
る
と
し
て
、
寛
政
三
（
一
七
九
一
）
年
に
再
び

触
が
出
さ
れ
て
い
た
。町
奉
行
は
、寛
政
三
年
か
ら
時
が
た
ち
、

葬
礼
の
華
美
化
・
参
列
者
の
肥
大
化
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
と
考
え
て
い
る
よ
う
だ
。

　

今
回
の
触
が
「
三
度
目
の
正
直
」
と
な
る
か
、
趣
旨
が
徹
底

さ
れ
ず
「
二
度
あ
る
こ
と
は
三
度
あ
る
」
と
な
る
か
、
今
後
の

動
向
が
注
目
さ
れ
る
。
↓
産
業
50
│
547
頁
。

　

通
日
雇
の
不
法
を
取
り
締
ま
り

十
一
月　

幕
府
道
中
奉
行
は
、
通
日
雇
人
足
を
派
遣
す
る
江
戸

市
中
の
請
負
業
者
た
ち
に
対
し
て
、
人
足
た
ち
の
不
法
行
為
を

厳
し
く
取
り
締
ま
る
よ
う
に
命
じ
た
。

　

参
勤
交
代
の
大
名
行
列
を
は
じ
め
、
諸
武
家
の
道
中
旅
行
に

対
し
て
派
遣
さ
れ
る
通
日
雇
人
足
は
、
そ
の
出
発
地
か
ら
目
的

地
ま
で
の
通
し
で
荷
物
運
搬
に
従
事
す
る
。
大
名
行
列
な
ど
で

は
、
お
よ
そ
行
列
全
体
の
三
分
の
一
は
、
こ
う
し
た
通
日
雇
人

足
だ
と
い
わ
れ
る
。

　

こ
の
通
日
雇
人
足
た
ち
の
不
法
行
為
に
対
し
て
、
街
道
の
各

宿
場
か
ら
抗
議
の
声
が
あ
が
っ
て
い
た
。
通
日
雇
人
足
た
ち
の

一
部
が
、
病
気
な
ど
を
口
実
に
、
宿
場
の
人
足
た
ち
に
無
料
で

荷
物
を
運
ば
せ
て
、
自
分
た
ち
は
馬
や
駕
籠
に
乗
る
な
ど
の
迷

惑
行
為
を
繰
り
返
し
て
い
る
と
い
う
の
だ
。

　

そ
の
一
方
で
、
宿
の
人
足
が
無
宿
人
た
ち
と
手
を
組
ん
で
、

通
日
雇
人
足
た
ち
に
酒
代
な
ど
を
要
求
し
、
そ
れ
が
断
わ
ら
れ

る
と
宿
に
ま
で
押
し
か
け
て
暴
れ
る
こ
と
も
あ
る
と
い
う
。

　

な
お
、
幕
府
は
、
江
戸
だ
け
で
な
く
、
伏
見
・
京
都
・
大
坂

の
通
日
雇
人
足
の
請
負
業
者
に
対
し
て
も
、
人
足
の
取
締
り
を

徹
底
し
て
い
く
方
針
だ
。

　

今
回
の
幕
府
に
よ
る
取
り
締
ま
り
が
、
今
後
、
街
道
の
無
法

状
態
の
解
決
に
結
び
つ
く
か
ど
う
か
が
注
目
さ
れ
る
。

 

《
文
政
五
年
＝
一
八
二
二
年
》

　

山
王
・
神
田
祭
礼
の
華
美
を
厳
禁

二
月
十
一
日　

今
年
は
午
年
、
山
王
祭
が
催
さ
れ
る
年
で
あ



11

る
。
隔
年
で
行
わ
れ
る
山
王
・
神
田
両
祭
礼
で
あ
る
が
、
年
々

華
美
に
な
る
傾
向
が
あ
り
、
北
町
奉
行
・
榊
原
主
計
頭
か
ら
改

め
て
華
美
厳
禁
の
戒
告
が
な
さ
れ
た
。

　

特
に
注
意
さ
れ
た
の
が
、
祭
に
参
加
す
る
若
者
が
金
入
天
鵝

絨
や
金
糸
縫
の
衣
装
を
着
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
も
と
も
と
が

御
法
度
の
品
、
天
下
祭
で
も
例
外
は
な
い
。

　

ま
た
、
町
人
有
志
が
負
担
す
る
「
付
祭
」
で
の
出
し
物
は
、

『
祭
礼
番
付
』
に
し
た
が
っ
て
二
十
四
、五
と
限
定
さ
れ
た
。

出
し
物
制
限
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
た
何
度
も
注
意
を
促
し
て
い

る
が
、
今
回
は
出
し
物
作
成
前
に
釘
を
刺
し
た
か
っ
こ
う
だ
。

　

さ
ら
に
、
年
々
増
加
す
る
祭
礼
費
用
に
も
メ
ス
が
入
れ
ら

れ
、
小
間
一
間
に
つ
き
金
一
両
と
定
め
て
、
そ
の
範
囲
内
で
済

ま
せ
る
よ
う
命
じ
ら
れ
た
。
付
祭
世
話
番
の
町
役
人
ら
が
、
寄

合
の
度
に
酒
・
肴
等
に
多
分
な
雑
費
を
掛
け
て
い
る
こ
と
も
問

題
視
さ
れ
て
い
る
。
祭
礼
費
用
に
つ
い
て
は
、
全
て
の
収
支
を

帳
面
に
し
て
町
年
寄
が
確
認
し
た
後
町
奉
行
所
へ
提
出
す
る

こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
今
後
そ
の
厳
格
な
運
用
が
求
め
ら
れ
よ

う
。
産
業
50
│
598
頁
、
市
街
35
│
565
頁
。

　

新
吉
原
で
子
供
狂
言
興
行
願

六
月　

新
吉
原
の
七
月
灯
籠
が
今
年
も
始
ま
る
。
六
月
三
十
日

か
ら
七
月
い
っ
ぱ
い
、
ぼ
ん
ぼ
り
挑
灯
が
家
毎
に
飾
ら
れ
る
光

景
が
楽
し
め
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
軒
灯
籠
も
趣
向
を
凝
ら
し
て
お

り
、
多
く
の
人
出
が
見
込
ま
れ
る
。
灯
籠
は
玉
菊
灯
籠
と
も
呼

ば
れ
、
享
保
十
一
年
（
一
七
二
六
）
に
夭
折
し
た
名
妓
、
玉
菊

の
追
善
に
始
ま
っ
た
と
も
い
わ
れ
る
吉
原
の
年
中
行
事
だ
。
茶

屋
ご
と
に
美
し
く
吊
さ
れ
た
灯
籠
は
一
見
の
価
値
が
あ
る
。

　

こ
う
し
た
中
、
角
町
・
揚
屋
町
の
遊
女
屋
が
、
子
供
狂
言
開

催
を
企
画
し
、
許
可
を
求
め
て
い
る
。
両
町
は
新
吉
原
の
中
で

は
場
末
に
当
た
る
た
め
、
灯
籠
の
最
中
で
あ
っ
て
も
十
分
な
集

客
が
見
込
め
ず
、
近
年
は
と
か
く
困
窮
が
ち
で
あ
っ
た
と
い

う
。
出
願
計
画
に
よ
れ
ば
、
内
容
は
十
三
才
以
下
の
男
子
が
躍

り
と
狂
言
の
真
似
事
を
行
う
も
の
で
、
両
町
往
来
の
正
面
に
特

設
舞
台
が
設
置
さ
れ
る
予
定
だ
。興
行
と
な
れ
ば
十
九
年
前（
文

化
元
年
）
の
子
供
踊
り
、
十
三
年
前
（
文
化
七
年
）
の
子
供
軽

業
以
来
と
な
る
。

　

近
年
の
不
景
気
な
世
上
を
反
映
し
て
遊
客
が
減
少
し
て
い
た
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新
吉
原
。
景
気
回
復
の
起
爆
剤
と
な
る
か
、
注
目
さ
れ
る
と
こ

ろ
だ
。
↓
産
業
50
│
69
頁

　

水
油
値
下
げ
の
た
め
大
坂
油
問
屋
へ
の
集
荷
を
強
制

八
月
二
日　

幕
府
は
、
近
年
の
水
油
（
菜
種
油
）
直
段
の
高
騰

を
抑
え
る
た
め
、
兵
庫
津
菜
種
問
屋
・
灘
目
油
江
戸
直
積
問
屋
・

西
宮
油
江
戸
直
積
問
屋
を
廃
止
し
、
大
坂
油
問
屋
以
外
へ
の
水

油
の
売
り
捌
き
を
禁
止
し
た
。

　

一
八
世
紀
半
ば
以
降
、
幕
府
は
、
庶
民
の
生
活
必
需
品
で
あ

る
水
油
の
安
定
的
な
供
給
の
た
め
に
、
市
場
統
制
に
腐
心
し
て

き
た
。「
明
和
の
仕
法
」
と
呼
ば
れ
る
明
和
七
年
（
一
七
七
〇
）

令
で
は
、
摂
津
・
河
内
・
和
泉
三
ヶ
国
の
大
坂
周
辺
の
絞
油
業

者
に
対
し
、
原
料
の
買
入
れ
や
油
絞
り
を
認
め
、
同
時
に
在
方

株
を
設
定
し
て
大
坂
油
市
場
へ
従
属
さ
せ
た
。
し
か
し
、
天
明

末
期
か
ら
寛
政
初
期
に
か
け
て
、
菜
種
価
格
は
下
落
し
、
そ
れ

に
加
え
て
、
菜
種
作
り
に
必
要
な
諸
肥
料
が
高
騰
し
た
こ
と
か

ら
、
摂
津
・
河
内
の
各
地
で
、
肥
料
代
の
高
騰
抑
制
と
菜
種
の

自
由
な
売
り
捌
き
を
求
め
る
訴
訟
が
起
こ
さ
れ
た
。
こ
の
た

め
、
寛
政
三
年
（
一
七
九
一
）、
老
中
松
平
定
信
は
兵
庫
津
に

吉原灯籠（『東都歳時記』）
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新
規
の
菜
種
引
請
問
屋
を
設
立
し
、
山
陰
・
山
陽
・
南
海
・
西

海
十
三
ヵ
国
の
菜
種
を
西
宮
・
灘
目
・
兵
庫
の
絞
り
油
稼
ぎ
に

買
い
取
ら
せ
、
江
戸
へ
直
送
す
る
こ
と
で
事
態
の
打
開
を
図
っ

た
の
で
あ
る
。

　

今
回
の
政
策
で
は
、
寛
政
三
年
の
仕
法
が
全
面
的
に
否
定
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
背
景
に
は
、
江
戸
へ
水
油
を
集
中

さ
せ
る
た
め
に
大
坂
市
場
を
強
化
す
る
と
い
う
狙
い
が
あ
る
。

幕
府
は
、
寛
政
三
年
段
階
で
は
兵
庫
灘
目
を
大
坂
に
次
ぐ
市
場

に
す
べ
く
保
護
し
た
が
、
期
待
通
り
に
は
い
か
な
か
っ
た
。
そ

の
上
、
大
坂
市
場
か
ら
江
戸
へ
送
ら
れ
る
水
油
は
全
体
の
お
よ

そ
六
割
で
、
残
り
は
西
日
本
・
北
陸
へ
送
ら
れ
て
い
た
た
め
、

兵
庫
津
菜
種
問
屋
ら
を
廃
止
し
て
、
大
坂
へ
の
一
極
集
中
を
図

ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
↓
産
業
50
│
682
頁

　

風
流
な
遊
び
「
投
扇
興
」
を
禁
止

八
月
十
七
日　

町
奉
行
に
よ
る
「
投
扇
興
」
禁
止
の
通
達
を
う

け
、
今
日
年
番
名
主
に
対
し
、
各
管
轄
内
へ
の
周
知
徹
底
が
命

じ
ら
れ
た
。

　

投
扇
興
と
は
、
投
扇
・
扇
落
（
お
う
ぎ
お
と
し
）
と
も
呼
ば

れ
る
遊
戯
で
あ
る
。
開
い
た
扇
を
投
げ
、
小
箱
な
ど
の
台
に
乗

せ
た
的
を
落
と
し
、
落
と
し
方
や
扇
の
開
き
方
に
応
じ
て
得
た

得
点
に
よ
り
優
劣
を
競
う
。
近
頃
巷
で
流
行
し
て
い
る
が
、
景

品
や
、
投
げ
手
同
士
の
賭
け
、「
稽
古
」
と
称
し
た
多
人
数
に

よ
る
料
理
茶
屋
で
の
参
会
な
ど
が
問
題
視
さ
れ
た
よ
う
だ
。
今

回
の
禁
令
に
背
い
た
場
合
は
、
処
分
が
下
さ
れ
る
と
明
言
さ
れ

て
い
る
。
世
の
投
扇
興
好
き
た
ち
は
、
頭
を
悩
ま
せ
て
い
る
に

違
い
な
い
。
↓
産
業
50
│
698
頁
。

　
木
綿
問
屋
仲
間
、
諸
国
か
ら
の
新
規
産
物
に
つ
い
て
議
定

十
月
八
日　

大
伝
馬
町
組
・
白
子
組
の
両
組
木
綿
問
屋
仲
間

は
、
藩
専
売
木
綿
や
従
来
の
取
引
先
以
外
か
ら
の
新
規
産
物
類

に
つ
い
て
取
り
捌
き
方
を
定
め
、
連
印
を
取
り
替
わ
し
た
。　

　

近
年
、
広
島
藩
や
姫
路
藩
で
は
木
綿
の
専
売
制
を
導
入
し
て

お
り
、
木
綿
問
屋
仲
間
は
株
仲
間
以
外
と
の
売
買
が
行
わ
れ
な

い
よ
う
求
め
て
き
た
。
ま
た
、
諸
国
の
生
産
農
家
か
ら
の
集
荷

に
当
た
る
買
次
問
屋
も
新
た
に
生
ま
れ
て
お
り
、
こ
う
し
た
新

た
な
流
通
ル
ー
ト
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
取
り
決
め
て
お
く
必 

要
が
生
じ
て
い
た
。
今
回
の
議
定
で
は
、
こ
れ
ら
の
新
規
産
物
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を
仲
間
一
同
参
加
に
よ
る
入
札
の
上
買
い
入
れ
る
こ
と
、
家
別

に
相
対
で
取
引
す
る
こ
と
の
禁
止
、
紛
ら
わ
し
い
木
綿
荷
物
を

扱
っ
た
場
合
の
仲
間
一
統
へ
の
通
告
な
ど
を
申
し
合
わ
せ
た
と

伝
え
ら
れ
る
。
仲
間
以
外
へ
の
流
通
を
阻
止
す
る
こ
と
は
も
ち

ろ
ん
だ
が
、
藩
や
そ
の
御
用
商
人
、
買
次
問
屋
な
ど
が
得
る
一

定
の
収
益
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
問
屋
仲
間
の
利
益
率
の
低
下

を
も
た
ら
す
は
ず
で
あ
り
、
大
店
揃
い
の
木
綿
問
屋
仲
間
も
対

応
に
苦
慮
す
る
こ
と
に
な
り
そ
う
だ
。
↓
産
業
50
│
714
頁

《
文
政
六
年
＝
一
八
二
三
年
》

　
京
都
か
ら
桂
姫
、
安
産
・
疱
瘡
除
の
守
札
売
り
広
め
の
通
知

四
月
十
三
日　

町
年
寄
喜
多
村
彦
右
衛
門
は
、
神
功
皇
后
神
宝

守
護
の
助
成
の
た
め
、
桂
姫
が
安
産
・
疱
瘡
守
札
を
売
り
広
め

る
旨
を
、
町
々
に
通
知
し
た
。
そ
の
た
め
幕
府
に
よ
り
公
許
さ

れ
た
期
間
は
、
今
年
の
四
月
二
十
八
日
か
ら
七
月
十
八
日
ま
で

の
五
十
日
間
で
あ
る
。

　

桂
姫
は
、
山
城
国
葛
野
郡
（
京
都
市
西
京
区
）
桂
村
・
上
鳥

羽
村
に
住
む
独
自
の
風
俗
を
も
つ
巫
女
集
団
で
、
桂
女
・
桂
御

大伝馬町木綿店（『江戸名所図絵』巻一）
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前
と
も
呼
ば
れ
る
。
婚
礼
・
出
産
・
出
陣
な
ど
の
諸
家
の
祝
事

に
訪
れ
、
祝
詞
の
祓
を
述
べ
た
。
神
功
皇
后
の
三
韓
遠
征
に
際

し
て
そ
の
門
出
を
祝
っ
た
と
い
う
伝
承
を
も
ち
、
伏
見
御
香
宮

や
石
清
水
八
幡
宮
に
仕
え
た
。
桂
姫
の
頭
に
巻
い
た
布
は
神
功

皇
后
よ
り
下
賜
さ
れ
た
腹
帯
に
由
来
し
、
将
軍
家
に
も
腹
帯
を

献
上
す
る
習
わ
し
を
も
っ
て
い
る
。
毎
年
正
月
に
飴
を
も
っ
て

京
都
所
司
代
に
挨
拶
に
伺
い
、
か
つ
江
戸
に
下
り
将
軍
家
に
も

拝
謁
し
て
い
る
。
ま
た
女
系
相
続
の
制
度
を
続
け
て
お
り
、
妻

が
主
人
で
、
夫
は
奴
隷
の
よ
う
に
妻
に
か
し
ず
く
と
い
わ
れ
て

い
る
。
今
回
や
っ
て
き
た
上
鳥
羽
村
の
桂
姫
は
、
尾
張
徳
川
家

初
代
義
直
の
生
母
お
亀
の
方
が
そ
の
出
身
で
あ
っ
た
と
い
う
由

緒
を
誇
っ
て
い
る
。
江
戸
の
妊
婦
さ
ん
た
ち
に
安
心
を
分
け
与

え
る
桂
姫
、
あ
と
十
五
日
で
江
戸
に
お
目
見
え
の
予
定
だ
。
↓

産
業
50
│
771
頁

　
大
風
雨
で
被
害
甚
大
、
幕
府
は
便
乗
値
上
げ
も
警
戒

八
月
十
七
日　

江
戸
お
よ
び
近
国
を
襲
っ
た
大
雨
は
夜
間
に
は

暴
風
雨
と
な
り
、
各
地
で
大
き
な
被
害
が
出
て
い
る
。

　

報
告
に
よ
る
と
、
本
所
・
深
川
辺
で
は
河
川
が
氾
濫
し
、
強

風
で
立
木
や
小
屋
敷
な
ど
が
倒
壊
。
ま
た
、
高
輪
辺
等
沿
岸
部

で
は
高
波
に
よ
る
家
屋
の
水
没
が
確
認
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
芝

の
金
地
院
で
も
、
門
や
瓦
塀
な
ど
に
大
き
な
被
害
が
出
て
い
る

と
い
う
。

　

死
者
・
負
傷
者
も
夥
し
い
数
に
上
る
と
み
ら
れ
る
今
回
の
大

風
雨
だ
が
、
今
後
は
復
旧
作
業
の
た
め
に
、
大
工
・
左
官
と
い
っ

た
職
人
の
手
間
賃
や
、
材
木
な
ど
の
値
段
が
高
騰
す
る
と
予
想

さ
れ
る
。
町
奉
行
当
局
は
、
そ
う
し
た
動
向
へ
の
警
戒
を
強
め

て
お
り
、
被
害
に
便
乗
し
た
不
当
な
値
上
げ
を
禁
ず
る
よ
う
、

町
中
に
通
達
す
る
模
様
だ
。
↓
産
業
50
│
31
頁
、
変
災
２
│
641

頁
。

　
勘
定
所
御
用
達
鹿
島
清
兵
衛
の
病
気
退
役
願
い
を
却
下

十
二
月
二
日　

勘
定
所
御
用
達
を
勤
め
る
鹿
島
清
兵
衛
が
眼
病

を
理
由
に
御
用
達
御
免
を
願
い
出
た
が
、
昨
年
（
文
政
五
年
）

代
替
り
し
た
ば
か
り
の
上
、
他
の
四
人
の
御
用
達
と
違
い
様
々

な
優
遇
措
置
が
取
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
勝
手
方
勘
定
奉
行

に
却
下
さ
れ
た
。

　

こ
の
清
兵
衛
、
幼
少
の
頃
か
ら
右
眼
を
患
っ
て
い
た
が
、
三



16

年
程
前
か
ら
左
眼
に
も
症
状
が
出
始
め
た
と
い
う
。
昨
年
の
秋

頃
か
ら
は
更
に
悪
化
し
、
今
年
の
春
に
は
対
面
し
た
人
の
顔
が

見
え
な
い
こ
と
も
あ
っ
た
そ
う
だ
。
こ
の
状
態
で
は
書
類
作
成

に
必
要
な
印
鑑
の
確
認
も
出
来
な
い
と
懸
念
し
て
い
る
。

　

し
か
し
清
兵
衛
は
い
ま
だ
壮
年
。
父
親
の
清
兵
衛
は
三
十
年

以
上
勘
定
所
御
用
達
を
勤
め
、
町
会
所
の
起
立
か
ら
携
わ
っ
て

い
た
こ
と
か
ら
「
永
々
苗
字
御
免
」
や
百
坪
の
町
屋
敷
を
拝
領

す
る
な
ど
、
功
績
も
大
き
か
っ
た
。
そ
の
父
の
跡
を
継
い
で
二

年
足
ら
ず
で
は
、
役
所
側
も
受
諾
で
き
兼
ね
る
事
態
だ
。

　

自
身
の
家
業
以
外
に
多
忙
を
極
め
る
勘
定
所
御
用
達
は
、
老

い
や
病
気
を
理
由
に
年
々
人
数
が
減
り
、
本
来
は
十
人
い
る
べ

き
と
こ
ろ
現
在
は
五
人
し
か
い
な
い
。
清
兵
衛
を
辞
め
さ
せ
な

い
た
め
に
、
勘
定
所
で
は
い
く
つ
か
代
案
を
出
し
て
い
る
。
病

が
全
快
す
る
ま
で
補
佐
を
つ
け
る
か
、
あ
る
い
は
引
退
し
た
父

親
に
再
勤
さ
せ
る
か
。
清
兵
衛
自
身
が
そ
の
ま
ま
続
け
る
か
の

三
者
択
一
で
あ
る
。

↓
産
業
50
│
885
頁
、
613
頁
。

  

（
付
記
）

　

各
記
事
の
末
尾
に
付
し
た
の
は
『
東
京
市
史
稿
』
各
篇
に
掲

載
さ
れ
て
い
る
関
連
史
料
の
掲
載
箇
所
で
す
。
た
と
え
ば
産
業

50
│
831
頁
は
産
業
篇
第
五
十
の
八
三
一
頁
を
指
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
に
よ
り
、
史
料
本
文
に
あ
た
っ
て
ご
味
読
く
だ
さ
い
。


